
2025 年 10 月 1 日 

 

「相続定期預金」の取り扱い開始について 

 

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、本日より、「相続定期預金」の取り扱いを開始しま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

「相続定期預金」は、相続手続き完了後 1 年以内の個人のお客さまを対象とした金利

優遇定期預金です。 

当行は、今後もお客さまのニーズにお応えし、満足していただける商品・サービスの

提供に取り組んでまいります。 

 

記 

１．商品概要 

商 品 名 相続定期預金 

対象となる 

お客さま 
相続手続き完了後1年以内の個人のお客さま 

取扱期間 2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火） 

預入金額 100万円以上かつ相続金額※1の範囲内 

預入期間 3カ月 

適用金利 店頭表示金利+0.50％※2 

満期時の 

お取り扱い 
自動継続（元金成長型） 

取扱店舗 
当行窓口（東京支店・王子支店を除く） 

※足利銀行アプリ、インターネットバンキングおよびＡＴＭではお申し込みいただけません。 

ご留意事項 
・円定期預金は預金保険制度の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。 

・詳細は別添のチラシにてご確認ください。 

※1 相続により取得した資産（預金、現金および不動産・株式などの相続財産の売却代金も含む）の

ほか、死亡保険金や他金融機関で相続手続きを行い取得した資金も対象となります。 

※2 中途解約の場合は、上乗せした金利は適用されず、当行所定の中途解約利率となります。また、

初回満期日以降の適用金利は、継続日のスーパー定期または大口定期の店頭表示金利となります。 

 

２．取扱開始日  

2025 年 10 月 1 日（水） 

以 上 

 



ご利用いただける方  相続手続き完了後1年以内の個人のお客さま 

お取扱店舗  当行窓口（東京支店・王子支店を除く） 

お申込金額  100万円以上かつ相続金額の範囲内（1円単位） 

その他 

・相続により取得した資産(預金、現金および不動産・株式などの相続財産の売却代

金も含む）のほか、死亡保険金が対象となります。 

・他金融機関で相続手続きを行い取得した資金も対象となります。 

・相続手続きしたということが分かるものをご提示ください。 

 例：被相続人の解約済通帳・計算書、相続税の申告書、遺産分割協議書など 

・中途解約の場合は、上乗せ金利は適用されず、当行所定の中途解約利率となります。 

・初回満期日以降の適用金利は、継続日のスーパー定期または大口定期の店頭表示金

利となります。 
 

+年0.5％ 

相続定期預金のご案内 

2025年10月1日(水)～2026年3月31日(火) 

円定期預金 預入期間：3ヵ月 

お取扱期間 

（税引き後 年0.398425%） 

相続手続き完了後1年以内のお客さまがお預けいただける特別な定期です 

店頭表示金利 

あしぎん 



●自動継続（元利金継続）のみのお取扱いとなります。 

●初回満期日以降の適用金利は、継続日のスーパー定期または大口定期の店頭表示金利となります。 

●中途解約された場合、特別金利は適用されず、当行所定の中途解約利率を適用いたします。 

●円定期預金は預金保険制度の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。 

●今後予告なく、商品内容の変更や継続、または中止をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

相続に関するご相談は＜あしぎん＞ブロック個人営業部へ 

ご留意事項 

商号 株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第43号 加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会 

来店予約サービス 
(ライフプランに関するご相談) 
※相談メニューは「相続に関するご相談」を選択してください 
 

スマホから事前予約で 
   専門スタッフにスムーズ相談 ▶ 

お気軽に足利銀行へご相談ください。 

 

■あしぎんコンタクトセンター 

          0120-21-6556 
 受付時間／平日9:00～17:00(銀行休業日を除く) 
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